
 刈谷市教育委員会組織機構の改正に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公

布する。 

  令和７年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第９号 

   刈谷市教育委員会組織機構の改正に伴う関係規則の整理に関する規則 

 （刈谷市庁舎管理規則の一部改正） 

第１条 刈谷市庁舎管理規則（昭和４０年規則第７号）の一部を次のように改正す

る。 

  第３条第１項第１号中「課（」を「課及び室（」に改める。 

 （刈谷市職員の退職管理に関する規則の一部改正） 

第２条 刈谷市職員の退職管理に関する規則（平成２８年規則第６号）の一部を次

のように改正する。 

  第１２条第５号中「及び課長」を「、課長及び室長」に改める。 

 （刈谷市予算決算会計規則の一部改正） 

第３条 刈谷市予算決算会計規則（平成２年規則第４号）の一部を次のように改正

する。 

  第３条第２号中「（平成４年教育委員会規則第３号）に定める課」を「に定める

課及び室」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 



刈谷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

令和７年３月２７日 

          刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市規則第１０号 

刈谷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改 

正する規則 

刈谷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則（平成２７年規則第３７号）の一部

を次のように改正する。 

 第３条第３項第１号中ア及びイを削り、ウをアとし、エからカをイからエとし、

同項第２号中「前号アからカまで」を「前号アからエまで」に改め、同項第３号か

ら第６号までの規定中「第１号アからカまで」を「第１号アからエまで」に改め、

同条第４項第３号中「減免」の次に「又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する

法律（平成３１年法律第３号）第１１条第２号の森林環境税の免除」を加え、同条

第９項第１号ア中「身体障害者手帳関係情報」を「身体障害者福祉法第１５条第１

項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報（以下「身体障害者手

帳関係情報」という。）」に改め、同号イ中「精神障害者保健福祉手帳関係情報」を

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５

条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報（以下

「精神障害者保健福祉手帳関係情報」という。）」に改め、同号中ウをエとし、イの

次に次のように加える。 

ウ 当該措置に係る者に係る療育手帳（厚生労働大臣の定めるところにより

愛知県知事が交付するものをいう。）の交付及びその障害の程度に関する情

報（以下「療育手帳関係情報」という。） 

第３条第９項第２号中ウをエとし、イの次に次のように加える。 

ウ 当該措置に係る者に係る療育手帳関係情報 

第３条第１２項を削り、同条第１３項中「別表第２の１３の項」を「別表第２の



１２の項」に改め、同項第１号中ア及びイを削り、ウをアとし、エをイとし、同項

第２号中ア及びイを削り、ウをアとし、エをイとし、同項第３号中ア及びイを削り、

ウをアとし、エをイとし、同項を同条第１２項とし、同条第１４項中「別表第２の

１４の項」を「別表第２の１３の項」に改め、同項を同条第１３項とし、同項の次

に次の１項を加える。 

１４ 条例別表第２の１４の項の規則で定める事務は、災害弔慰金の支給等に関す

る法律（昭和４８年法律第８２号）第１０条第１項の災害援護資金の貸付けの申

請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の１４の項の規則で定める

情報は、次に掲げる情報とする。 

（１）当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

（２）当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報 

第３条第１７項第１号中ア及びイを削り、ウをアとし、エからカをイからエとし、

同項第２号中「前号アからカまで」を「前号アからエまで」に改め、同項第３号か

ら第５号までの規定中「第１号アからカまで」を「第１号アからエまで」に改め、

同項第６号中「第７８条第１項から第３項まで」を「第７８条第１項及び第２項」

に、「第１号アからカまで」を「第１号アからエまで」に改め、同条第１８項第２３

号中ウを削り、エをウとし、同条第２０項第１号中「子どものための教育・保育給

付に係る」を削り、同条第２１項第１号カ中「療育手帳（厚生労働大臣の定めると

ころにより愛知県知事が交付するものをいう。）の交付及びその障害の程度に関す

る情報（以下「療育手帳関係情報」という。）」を「療育手帳関係情報」に改め、

同条第２２項第１号中コをサとし、オからケをカからコとし、エの次に次のように

加える。 

オ 当該申請を行う者に係る療育手帳関係情報 

第３条第２３項第１号中キをクとし、エからカをオからキとし、ウの次に次のよ

うに加える。 

エ 当該請求を行う者に係る療育手帳関係情報 

第３条第２３項第２号中キをクとし、エからカをオからキとし、ウの次に次のよ

うに加える。 

エ 当該届出を行う者に係る療育手帳関係情報 

第３条第２４項第１号中チをツとし、カからタをキからチとし、オの次に次のよ



うに加える。 

カ 療育手帳関係情報 

 第３条第２４項第２号「前号アからチまで」を「前号アからツまで」に改め、同

項第３号から第６号までの規定中「第１号アからチまで」を「第１号アからツまで」

に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 刈谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  令和７年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第１１号 

   刈谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

 刈谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年規則第３号）の一部を次

のように改正する。 

 第１５条第１項第１１号中「看護」を「看護等」に、「又は疾病」を「、疾病」に、

「を行う」を「又は学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２０条の規定に

よる学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世

話を行う」に改め、「をいう。）」の次に「又はその子の教育若しくは保育に係る行事

のうち市長が定めるものへの参加」を加える。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 刈谷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

  令和７年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第１２号 

   刈谷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改 

正する規則 

 刈谷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和元年規則第１３

号）の一部を次のように改正する。 

 第１３条第１項第１６号中「であって、６月以上の任期が定められているもの又

は６月以上引き続き勤務しているもの」を削り、「看護」を「看護等」に、「又は疾

病」を「、疾病」に、「を行う」を「又は学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）

第２０条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由

に伴うその子の世話を行う」に改め、「をいう。）」の次に「又はその子の教育若しく

は保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加」を加え、同項第１７号及び第

１８号中「であって、６月以上の任期が定められているもの又は６月以上引き続き

勤務しているもの」を削り、同条第２項中「前項第９号から第１２号まで」を「前

項第９号、第１０号、第１２号」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 刈谷市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和７年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第１３号 

   刈谷市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規 

   則 

刈谷市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和４６年規則第２号）の一

部を次のように改正する。 

第３４条中「第５条第５項」を「第５条第５項第１号」に、「同項」を「同号」に

改める。 

第３９条中「降号した日の前日に受けていた号給より２号給下位の号給（当該受

けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合に

あっては、当該最低の号給）」を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に

定める号給」に改め、同条に次の各号を加える。 

（１）次号に掲げる職員以外の職員 降号した日の前日に受けていた号給より２

号給下位の号給（当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給

の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給） 

（２）行政職給料表（一）の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上の職員 

   降号した日の前日に受けていた号給より１号給下位の号給 

別表第４を次のように改める。 

別表第４ 経験年数換算表（第６条関係） 

経歴 換算率 
地方公務員、国家公務員
又は民間における企業
体、団体等の職員として
の在職期間 

職員としての職務にその
経験が直接役立つと認め
られる職務に従事した期
間（常時勤務に服する者
として職務に従事した期
間又はこれに準ずる期間
に限る。） 

１００／１００ 

その他の期間 １００／１００以下 
兵役期間（その期間に引
き続き海外によく留され
た期間を含む。） 

職員としての職務にその
経験が直接役立つと認め
られる職務に従事した期
間 

１００／１００以下 

 その他の期間 ８０／１００以下 
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間（正 １００／１００以下 



規の修学年数内の期間に限る。）  
その他の期間 職員としての職務にその

経験が直接役立つと認め
られる職務に従事した期
間 

１００／１００以下 

その他の期間 ２５／１００以下（部内
の他の職員との権衡を著
しく失する場合は、５０
／１００以下） 

 別表第７から別表第７の３までを次のように改める。 

別表第７（第２１条関係） 

 昇格時号給対応表 

 ア 行政職給料表（一）昇格時号給対応表 

昇格した日の
前日に受けて
いた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 

１ １  １  １  １  １  １  １  １  
２ １  １  １  １  １  １  １  ２  

３ １  １  １  １  １  １  １  ３  
４ １  １  １  １  １  １  １  ４  
５ １  １  １  １  １  １  １  ５  
６ １  １  １  １  １  １  １  ５  
７ １  １  １  １  １  １  １  ５  
８ １  １  １  １  １  １  １  ５  

９ １  １  １  １  １  １  １  ５  
１０  １  １  １  ２  １  １  １   
１１  １  １  １  ３  １  １  １   
１２  １  １  １  ４  １  １  １   
１３  １  １  １  ５  １  １  ２   
１４  １  １  １  ６  ２  １  ２   

１５  １  １  １  ７  ３  １  ２   
１６  １  １  １  ８  ４  １  ２   
１７  １  １  １  ９  ５  １  ２   
１８  １  １  １  １０  ６  ２  ３   
１９  １  １  １  １１  ７  ３  ３   
２０  １  １  １  １２  ８  ４  ３   

２１  １  １  １  １３  ９  ５  ３   
２２  １  ２  ２  １４  １０  ５  ４   
２３  １  ３  ３  １５  １１  ６  ４   
２４  １  ４  ４  １６  １２  ６  ４   
２５  １  ５  ５  １７  １３  ７  ４   
２６  １  ６  ６  １８  １４  ７  ４   

２７  １  ７  ７  １９  １５  ８  ４   
２８  １  ８  ８  ２０  １６  ８  ４   
２９  １  ９  ９  ２１  １７  ９  ５   
３０  １  １０  １０  ２２  １８  ９  ５   
３１  １  １１  １１  ２３  １９  １０  ５   
３２  １  １２  １２  ２４  ２０  １０  ５   

３３  １  １３  １３  ２５  ２１  １１  ５   
３４  ２  １４  １４  ２６  ２２  １１  ５   
３５  ３  １５  １５  ２７  ２３  １２  ５   
３６  ４  １６  １６  ２８  ２４  １２  ５   



３７  ５  １７  １７  ２９  ２５  １３  ５   
３８  ６  １８  １８  ３０  ２６  １３  ５   
３９  ７  １９  １９  ３１  ２７  １３  ５   
４０  ８  ２０  ２０  ３２  ２８  １３  ５   

４１  ９  ２１  ２１  ３３  ２９  １４  ５   
４２  １０  ２２  ２２  ３４  ２９  １４  ５   
４３  １１  ２３  ２３  ３５  ３０  １４  ５   
４４  １２  ２４  ２４  ３６  ３０  １４  ５   
４５  １３  ２５  ２５  ３７  ３１  １５  ５   
４６  １４  ２６  ２６  ３８  ３１  １５    

４７  １５  ２７  ２７  ３９  ３２  １５    
４８  １６  ２８  ２８  ４０  ３２  １５    
４９  １７  ２９  ２９  ４１  ３３  １５    
５０  １８  ３０  ３０  ４２  ３３  １５    
５１  １９  ３１  ３１  ４３  ３４  １５    
５２  ２０  ３２  ３２  ４４  ３４  １５    

５３  ２１  ３３  ３３  ４５  ３５  １５    
５４  ２１  ３３  ３４  ４６  ３５  １５    
５５  ２２  ３４  ３５  ４７  ３６  １５    
５６  ２２  ３４  ３６  ４８  ３６  １５    
５７  ２３  ３５  ３７  ４９  ３７  １５    
５８  ２３  ３５  ３７  ５０  ３７  １５    

５９  ２４  ３６  ３７  ５１  ３８  １５    
６０  ２４  ３６  ３８  ５２  ３８  １５    
６１  ２５  ３７  ３８  ５３  ３８  １５    
６２  ２５  ３８  ３８  ５４  ３８  １５    
６３  ２６  ３９  ３９  ５５  ３８  １５    
６４  ２６  ４０  ３９  ５６  ３８  １５    

６５  ２７  ４１  ３９  ５７  ３８  １５    
６６  ２７  ４１  ４０  ５８  ３８  １６    
６７  ２８  ４２  ４０  ５９  ３８  １６    
６８  ２８  ４２  ４０  ６０  ３８  １６    
６９  ２９  ４３  ４１  ６０  ３９  １６    
７０  ２９  ４３  ４１  ６０  ３９  １６    

７１  ２９  ４４  ４１  ６０  ３９  １６    
７２  ３０  ４４  ４２  ６０  ３９  １６    
７３  ３０  ４５  ４２  ６１  ３９  １７    
７４  ３０  ４５  ４２  ６１  ３９     
７５  ３１  ４５  ４３  ６１  ３９     
７６  ３１  ４５  ４３  ６１  ３９     

７７  ３１  ４５  ４３  ６１  ３９     
７８  ３２  ４６  ４４  ６２  ３９     
７９  ３２  ４６  ４４  ６２  ３９     
８０  ３２  ４６  ４４  ６２  ３９     
８１  ３３  ４６  ４５  ６３  ４０     
８２  ３３  ４６  ４５  ６４  ４０     

８３  ３３  ４７  ４５  ６５  ４０     
８４  ３４  ４７  ４５  ６６  ４０     
８５  ３４  ４７  ４６  ６７  ４１     
８６  ３４  ４７  ４６       
８７  ３５  ４７  ４６       
８８  ３５  ４８  ４６       

８９  ３５  ４８  ４７       
９０  ３６  ４８  ４７       
９１  ３６  ４８  ４７       



９２  ３６  ４８  ４７       
９３  ３７  ４９  ４７       
９４   ４９  ４７       
９５   ４９  ４７       

９６   ４９  ４８       
９７   ４９  ４８       
９８   ５０  ４８       
９９   ５０  ４８       
１００   ５０  ４８       
１０１   ５０  ４８       

１０２   ５０  ４８       
１０３   ５１  ４９       
１０４   ５１  ４９       
１０５   ５１  ４９       
１０６   ５１  ４９       
１０７   ５１  ４９       

１０８   ５２  ４９       
１０９   ５２  ４９       
１１０   ５２        
１１１   ５２        
１１２   ５２        
１１３   ５２        

１１４   ５２        
１１５   ５２        
１１６   ５２        
１１７   ５３        
１１８   ５３        
１１９   ５３        

１２０   ５３        
１２１   ５３        
１２２   ５３        
１２３   ５３        
１２４   ５３        
１２５   ５３        

 備考 昇格後の号給欄中「２級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示

す。 

 イ 行政職給料表（二）昇格時号給対応表 

昇格した日の前日
に受けていた号給 

昇格後の号給 
２級 ３級 

１  １  １  
２  １ １  
３  １ １  
４  １ １  
５  １ １  
６  １ １  

７  １ １  
８  １ １  
９  １ １  
１０  １ １  
１１  １ １  
１２  １ １  

１３  １ １  
１４  １ １  



１５  １ １  
１６  １ １  
１７  １ １  
１８  １ １  

１９  １ １  
２０  １ １  
２１  １ １  
２２  １ １  
２３  １ １  
２４  １ １  

２５  １ １  
２６  １ １  
２７  １ １  
２８  １ １  
２９  １ １  
３０  １ ２  

３１  １ ３  
３２  １ ４  
３３  １ ５  
３４  １ ６  
３５  １ ７  
３６  １ ８  

３７  １ ９  
３８  ２ １０  
３９  ３ １１  
４０  ４ １２  
４１  ５ １３  
４２  ６ １４  

４３  ７ １５  
４４  ８ １６  
４５  ９ １７  
４６  １０ １８  
４７  １１ １９  
４８  １２ ２０  

４９  １３ ２１  
５０  １３ ２２  
５１  １４ ２３  
５２  １４ ２４  
５３  １５ ２５  
５４  １５ ２６  

５５  １６ ２７  
５６  １６ ２８  
５７  １７ ２９  
５８  １８ ３０  
５９  １９ ３１  
６０  ２０ ３２  

６１  ２１ ３３  
６２  ２２ ３４  
６３  ２３ ３５  
６４  ２４ ３６  
６５  ２５ ３７  
６６  ２６ ３８  

６７  ２７ ３９  
６８  ２８ ４０  
６９  ２９ ４１  



７０  ２９ ４２  
７１  ３０ ４３  
７２  ３０ ４４  
７３  ３１ ４５  

７４  ３１ ４６  
７５  ３２ ４７  
７６  ３２ ４８  
７７  ３３ ４９  
７８  ３４ ５０  
７９  ３５ ５１  

８０  ３６ ５２  
８１  ３７ ５３  
８２  ３８ ５４  
８３  ３９ ５５  
８４  ４０ ５６  
８５  ４１ ５７  

８６  ４２ ５７  
８７  ４３ ５８  
８８  ４４ ５８  
８９  ４５ ５９  
９０  ４５ ５９  
９１  ４６ ６０  

９２  ４６ ６０  
９３  ４７ ６１  
９４  ４７ ６１  
９５  ４８ ６２  
９６  ４８ ６２  
９７  ４９ ６３  

９８  ４９ ６３  
９９  ４９ ６４  
１００  ５０ ６４  
１０１  ５０ ６５  
１０２  ５０ ６６  
１０３  ５１ ６７  

１０４  ５１ ６８  
１０５  ５１ ６９  
１０６  ５２ ６９  
１０７  ５２ ７０  
１０８  ５２ ７０  
１０９  ５３ ７１  

１１０  ５３ ７１  
１１１  ５３ ７２  
１１２  ５４ ７２  
１１３  ５４ ７２  
１１４  ５４ ７２  
１１５  ５５ ７２  

１１６  ５５ ７２  
１１７  ５５ ７２  
１１８  ５６ ７２  
１１９  ５６ ７２  
１２０  ５６ ７２  
１２１  ５７ ７２  

１２２  ５７ ７２  
１２３  ５７ ７２  
１２４  ５８ ７２  



１２５  ５８ ７２  
１２６  ５８ ７２  
１２７  ５９ ７２  
１２８  ５９ ７２  

１２９  ５９ ７２  
１３０  ６０  
１３１  ６０  
１３２  ６０  
１３３  ６１  
１３４  ６１  

１３５  ６１  
１３６  ６１  
１３７  ６２  
１３８  ６２  
１３９  ６２  
１４０  ６２  

１４１  ６３  
１４２  ６３  
１４３  ６３  
１４４  ６３  
１４５  ６３  
１４６  ６３  

１４７  ６３  
１４８  ６３  
１４９  ６３  
１５０  ６３  
１５１  ６３  
１５２  ６３  

１５３  ６３  
１５４  ６３  
１５５  ６３  
１５６  ６３  
１５７  ６３  
１５８  ６３  

１５９  ６３  
１６０  ６３  
１６１  ６３  

備考 昇格後の号給欄中「２級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示

す。 

別表第７の２（第２２条の２関係） 

 降格時号給対応表 

 ア 行政職給料表（一）降格時号給対応表 

降格した日の
前日に受けて
いた号給 

降格後の号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

１ ３３  ２１  ２１  ９  １３  １７  １２  １  
２ ３３  ２２  ２２  １０  １４  １８  １７  ２  

３ ３３  ２３  ２３  １１  １５  １９  ２１  ３  
４ ３４  ２４  ２４  １２  １６  ２０  ２８  ４  
５ ３５  ２５  ２５  １３  １７  ２２  ４５  ９  
６ ３６  ２６  ２６  １４  １８  ２４  ４５  ９  



７ ３７  ２７  ２７  １５  １９  ２６  ４５  ９  
８ ３９  ２８  ２８  １６  ２０  ２８  ４５  ９  
９ ４０  ２９  ２９  １７  ２１  ３０  ４５  ９  
１０  ４２  ３０  ３０  １８  ２２  ３２    

１１  ４３  ３１  ３１  １９  ２３  ３４    
１２  ４４  ３２  ３２  ２０  ２４  ３６    
１３  ４５  ３３  ３３  ２１  ２５  ４０    
１４  ４６  ３４  ３４  ２２  ２６  ４４    
１５  ４７  ３５  ３５  ２３  ２７  ６５    
１６  ４８  ３６  ３６  ２４  ２８  ７２    

１７  ４９  ３７  ３７  ２５  ２９  ７３    
１８  ５０  ３８  ３８  ２６  ３０  ７３    
１９  ５１  ３９  ３９  ２７  ３１  ７３    
２０  ５２  ４０  ４０  ２８  ３２  ７３    
２１  ５４  ４１  ４１  ２９  ３３  ７３    
２２  ５６  ４２  ４２  ３０  ３４  ７３    

２３  ５８  ４３  ４３  ３１  ３５  ７３    
２４  ６０  ４４  ４４  ３２  ３６  ７３    
２５  ６２  ４５  ４５  ３３  ３７  ７３    
２６  ６４  ４６  ４６  ３４  ３８  ７３    
２７  ６６  ４７  ４７  ３５  ３９  ７３    
２８  ６８  ４８  ４８  ３６  ４０  ７３    

２９  ７１  ４９  ４９  ３７  ４２  ７３    
３０  ７４  ５０  ５０  ３８  ４４  ７３    
３１  ７７  ５１  ５１  ３９  ４６  ７３    
３２  ８０  ５２  ５２  ４０  ４８  ７３    
３３  ８３  ５４  ５３  ４１  ５０  ７３    
３４  ８６  ５６  ５４  ４２  ５２  ７３    

３５  ８９  ５８  ５５  ４３  ５４  ７３    
３６  ９２  ６０  ５６  ４４  ５６  ７３    
３７  ９３  ６１  ５９  ４５  ５８  ７３    
３８  ９３  ６２  ６２  ４６  ６８  ７３    
３９  ９３  ６３  ６５  ４７  ８０  ７３    
４０  ９３  ６４  ６８  ４８  ８４  ７３    

４１  ９３  ６６  ７１  ４９  ８５  ７３    
４２  ９３  ６８  ７４  ５０  ８５  ７３    
４３  ９３  ７０  ７７  ５１  ８５  ７３    
４４  ９３  ７２  ８０  ５２  ８５  ７３    
４５  ９３  ７７  ８４  ５３  ８５  ７３    
４６  ９３  ８２  ８８  ５４  ８５     

４７  ９３  ８７  ９５  ５５  ８５     
４８  ９３  ９２  １０２  ５６  ８５     
４９  ９３  ９７  １０９  ５７  ８５     
５０  ９３  １０２  １０９  ５８  ８５     
５１  ９３  １０７  １０９  ５９  ８５     
５２  ９３  １１６  １０９  ６０  ８５     

５３  ９３  １２５  １０９  ６１  ８５     
５４  ９３  １２５  １０９  ６２  ８５     
５５  ９３  １２５  １０９  ６３  ８５     
５６  ９３  １２５  １０９  ６４  ８５     
５７  ９３  １２５  １０９  ６５  ８５     
５８  ９３  １２５  １０９  ６６  ８５     

５９  ９３  １２５  １０９  ６７  ８５     
６０  ９３  １２５  １０９  ７２  ８５     
６１  ９３  １２５  １０９  ７７  ８５     



６２  ９３  １２５  １０９  ８０  ８５     
６３  ９３  １２５  １０９  ８１  ８５     
６４  ９３  １２５  １０９  ８２  ８５     
６５  ９３  １２５  １０９  ８３  ８５     

６６  ９３  １２５  １０９  ８４  ８５     
６７  ９３  １２５  １０９  ８５  ８５     
６８  ９３  １２５  １０９  ８５  ８５     
６９  ９３  １２５  １０９  ８５  ８５     
７０  ９３  １２５  １０９  ８５  ８５     
７１  ９３  １２５  １０９  ８５  ８５     

７２  ９３  １２５  １０９  ８５  ８５     
７３  ９３  １２５  １０９  ８５  ８５     
７４  ９３  １２５  １０９  ８５      
７５  ９３  １２５  １０９  ８５      
７６  ９３  １２５  １０９  ８５      
７７  ９３  １２５  １０９  ８５      

７８  ９３  １２５  １０９  ８５      
７９  ９３  １２５  １０９  ８５      
８０  ９３  １２５  １０９  ８５      
８１  ９３  １２５  １０９  ８５      
８２  ９３  １２５  １０９  ８５      
８３  ９３  １２５  １０９  ８５      

８４  ９３  １２５  １０９  ８５      
８５  ９３  １２５  １０９  ８５      
８６  ９３  １２５            
８７  ９３  １２５            
８８  ９３  １２５            
８９  ９３  １２５            

９０  ９３  １２５            
９１  ９３  １２５            
９２  ９３  １２５            
９３  ９３  １２５            
９４  ９３  １２５             
９５  ９３  １２５             

９６  ９３  １２５             
９７  ９３  １２５             
９８  ９３  １２５             
９９  ９３  １２５             
１００  ９３  １２５              
１０１  ９３  １２５              

１０２  ９３  １２５              
１０３  ９３  １２５              
１０４  ９３  １２５              
１０５  ９３  １２５              
１０６  ９３  １２５              
１０７  ９３  １２５              

１０８  ９３  １２５              
１０９  ９３  １２５              
１１０  ９３               
１１１  ９３               
１１２  ９３               
１１３  ９３               

１１４  ９３                
１１５  ９３                
１１６  ９３                



１１７  ９３                
１１８  ９３                
１１９  ９３                
１２０  ９３                

１２１  ９３                
１２２  ９３                
１２３  ９３                
１２４  ９３                
１２５  ９３                

 備考 降格後の号給欄中「１級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示

す。 

 イ 行政職給料表（二）降格時号給対応表 

降格した日の前日
に受けていた号給 

降格後の号給 
１級 ２級 

１  ３７  ２９  

２  ３８ ３０  
３  ３９ ３１  
４  ４０ ３２  
５  ４１ ３３  
６  ４２ ３４  
７  ４３ ３５  

８  ４４ ３６  
９  ４５ ３７  
１０  ４６ ３８  
１１  ４７ ３９  
１２  ４８ ４０  
１３  ５０ ４１  

１４  ５２ ４２  
１５  ５４ ４３  
１６  ５６ ４４  
１７  ５７ ４５  
１８  ５８ ４６  
１９  ５９ ４７  

２０  ６０ ４８  
２１  ６１ ４９  
２２  ６２ ５０  
２３  ６３ ５１  
２４  ６４ ５２  
２５  ６５ ５３  

２６  ６６ ５４  
２７  ６７ ５５  
２８  ６８ ５６  
２９  ７０ ５７  
３０  ７２ ５８  
３１  ７４ ５９  

３２  ７６ ６０  
３３  ７７ ６１  
３４  ７８ ６２  
３５  ７９ ６３  
３６  ８０ ６４  
３７  ８１ ６５  

３８  ８２ ６６  
３９  ８３ ６７  



４０  ８４ ６８  
４１  ８５ ６９  
４２  ８６ ７０  
４３  ８７ ７１  

４４  ８８ ７２  
４５  ９０ ７３  
４６  ９２ ７４  
４７  ９４ ７５  
４８  ９６ ７６  
４９  ９９ ７７  

５０  １０２ ７８  
５１  １０５ ７９  
５２  １０８ ８０  
５３  １１１ ８１  
５４  １１４ ８２  
５５  １１７ ８３  

５６  １２０ ８４  
５７  １２３ ８６  
５８  １２６ ８８  
５９  １２９ ９０  
６０  １３２ ９２  
６１  １３６ ９４  

６２  １４０ ９６  
６３  １６１ ９８  
６４  １６１ １００  
６５  １６１ １０１  
６６  １６１ １０２  
６７  １６１ １０３  

６８  １６１ １０４  
６９  １６１ １０６  
７０  １６１ １０８  
７１  １６１ １１０  
７２  １６１ １２９  
７３  １６１ １２９  

７４  １６１ １２９  
７５  １６１ １２９  
７６  １６１ １２９  
７７  １６１ １２９  
７８  １６１ １２９  
７９  １６１ １２９  

８０  １６１ １２９  
８１  １６１ １２９  
８２  １６１ １２９  
８３  １６１ １２９  
８４  １６１ １２９  
８５  １６１ １２９  

８６  １６１ １２９  
８７  １６１ １２９  
８８  １６１ １２９  
８９  １６１ １２９  
９０  １６１ １２９  
９１  １６１ １２９  

９２  １６１ １２９  
９３  １６１ １２９  
９４  １６１ １２９  



９５  １６１ １２９  
９６  １６１ １２９  
９７  １６１ １２９  
９８  １６１  

９９  １６１  
１００  １６１  
１０１  １６１  
１０２  １６１  
１０３  １６１  
１０４  １６１  

１０５  １６１  
１０６  １６１  
１０７  １６１  
１０８  １６１  
１０９  １６１   
１１０  １６１   

１１１  １６１   
１１２  １６１   
１１３  １６１   
１１４  １６１   
１１５  １６１   
１１６  １６１   

１１７  １６１   
１１８  １６１   
１１９  １６１   
１２０  １６１   
１２１  １６１   
１２２  １６１   

１２３  １６１   
１２４  １６１   
１２５  １６１   
１２６  １６１   
１２７  １６１   
１２８  １６１   

１２９  １６１   

備考 降格後の号給欄中「１級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示

す。 

別表第７の３（第３３条関係） 

 昇給号給数表 

ア 条例第５条第５項の規定の適用を受ける職員以外の職員の昇給号給数表 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ 

昇給の号給数 ６号給以上 ４号給 ２号給 

イ 条例第５条第５項の規定の適用を受ける職員の昇給号給数表 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ 

昇給の号給数 条例第５条第５項第２

号に掲げる職員 

１号給又は

２号級 

０号給 ０号給 



 上記以外の職員 １号給以上 ０号給 ０号給 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （令和７年４月１日における昇格等をした職員の号給の特例） 

２ 令和７年４月１日に昇格又は降格（以下「昇格等」という。）をした職員につい

ては、当該昇格等がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる号給

を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の刈谷市初任給、昇格、昇給等

の基準に関する規則第２１条又は第２２条の２の規定を適用する。 



 給料等の支給方法に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月２７日 

刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第１４号 

   給料等の支給方法に関する規則の一部を改正する規則 

 給料等の支給方法に関する規則（昭和５２年規則第４号）の一部を次のように改

正する。 

 第６条を削り、第５条の４を第６条とする。 

第９条の２中第２項を削り、第１項を第２項とし、同項の前に次の１項を加える。 

条例第１５条の２第３項の市長が規則で定める勤務は、同条第１項の勤務に従

事した時間が６時間を超える場合の勤務とする。 

第９条の２第４項を次のように改める。 

４ 次に掲げる場合には、条例第１５条の２第２項の規定による管理職員特別勤務

手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第１項の

勤務とみなす。 

（１）条例第１５条の２第１項の勤務をした後、引き続いて同条第２項の勤務を

した場合 

（２）条例第１５条の２第２項の勤務をした後、引き続いて同条第１項の勤務を

した場合 

第１１条第１号中「１００分の２１０」を「１００分の３１５」に改め、同条第

２号中「１００分の１００」を「１００分の１５０」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



刈谷市会計年度任用職員の給与の決定及び支給方法等に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

令和７年３月２７日 

          刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市規則第１５号 

刈谷市会計年度任用職員の給与の決定及び支給方法等に関する規則の

一部を改正する規則 

刈谷市会計年度任用職員の給与の決定及び支給方法等に関する規則（令和元年規

則第２０号）の一部を次のように改正する。 

第１１条中「第１０条の２」を「第１０条」に改める。 

第２７条第２項中「）とする」を「）（その額が２，６１０円を超えるときは、２，

６１０円）とする」に改め、同条第３項ただし書中「５５，０００円」を「１５万

円」に改め、同項第２号及び第３号中「額」の次に「（その額が７，１４０円に通勤

所要回数を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額）」を加える。 

別表第３項の部歯科衛生士の項の次に次のように加える。 

保育園等巡回支援指導員  2 18 2 22 

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 刈谷市職員の扶養手当支給規則をここに公布する。 

  令和７年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第１６号 

   刈谷市職員の扶養手当支給規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第２号。以下「条

例」という。）第９条の規定に基づき、扶養手当の支給について、必要な事項を定

めるものとする。 

（届出） 

第２条 新たに条例第９条第１項の職員たる要件を具備するに至った職員は、その

旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の

届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更

があった場合についても、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することがで

きる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。 

 （認定及び決定） 

第３条 任命権者は、前条第１項の規定による届出があったときは、その届出に係

る事実を認定し、扶養手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。同条

第２項に規定する場合においても、同様とする。 

２ 任命権者は、前項の規定による認定を行う場合において必要と認めるときは、

職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。 

 （支給の始期、終期及び変更） 

第４条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第９条第１項の職員たる要件を具備

するに至った日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属

する月）から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日（市長が定め

る場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以後の日で市長が定める日）の属

する月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって終

わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第２条第１項の規定による届

出がこれに係る事実の生じた日から１５日を経過した後にされたときは、その届



出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属

する月）から行うものとする。 

２ 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その

事実の生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属

する月）からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を

増額して改定する場合について準用する。 

 （支給方法） 

第５条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 刈谷市職員の住居手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第１７号 

刈谷市職員の住居手当支給規則の一部を改正する規則 

刈谷市職員の住居手当支給規則（昭和４６年規則第５号）の一部を次のように改

正する。 

第１条中「第１０条の３」を「第１０条の２」に改める。 

第６条を第７条とする。 

第５条第１項中「第１０条の３第１項」を「第１０条の２第１項」に改め、「欠く

に至った日」の次に「（市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以

後の日で市長が定める日）」を加え、同項ただし書中「第３条第１項」を「第４条第

１項」に改め、同条を第６条とする。 

第４条第１項中「第１０条の３第１項」を「第１０条の２第１項」に改め、同項

に後段として次のように加える。 

前条第３項に規定する場合においても、同様とする。 

第４条第４項中「第１０条の３第１項」を「第１０条の２第１項」に改め、同条

を第５条とする。 

 第３条第１項中「第１０条の３第１項」を「第１０条の２第１項」に改め、同条

に次の１項を加え、同条を第４条とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することがで

きる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。 

第２条第１号中「第１０条の３第１項第１号」を「第１０条の２第１項第１号」

に改め、同条第２号中「第１０条の３第１項第２号」を「第１０条の２第１項第２

号」に改め、同条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

（権衡職員の範囲） 

第２条 条例第１０条の２第１項第２号の市長が規則で定める職員は、刈谷市職員

の単身赴任手当支給規則（平成１８年規則第２２号）第５条第２項に該当する職

員で、同項第２号に規定する満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動（新たに給料表の



適用を受ける職員となった者にあっては当該適用）の直前の住居であった住宅を

借り受け、月額１６，０００円を超える家賃を支払っているものとする。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 刈谷市職員の管理職手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第１８号 

刈谷市職員の管理職手当支給規則の一部を改正する規則 

刈谷市職員の管理職手当支給規則（昭和３７年規則第１５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条中「第１０条の４」を「第１０条の３」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 刈谷市職員の通勤手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月２７日 

刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市規則第１９号 

刈谷市職員の通勤手当支給規則の一部を改正する規則 

刈谷市職員の通勤手当支給規則（昭和３４年規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

第５条第２項ただし書中「５５，０００円」を「１５万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前から引き続き職員に支給されている交通機関を利用して

その運賃を負担することを常例とする職員に対する通勤手当については、なお従

前の例による。 

 



 刈谷市職員の単身赴任手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月２７日 

刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市規則第２０号 

刈谷市職員の単身赴任手当支給規則の一部を改正する規則 

刈谷市職員の単身赴任手当支給規則（平成１８年規則第２２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第１号中「配偶者」の次に「（届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。以下同じ。）」を加える。 

第５条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

 （６）第１号から前号までの規定中「公署を異にする異動」とあるのを「新たに

給料表の適用を受ける職員となったこと」と、「第２条」とあるのを「前項」

と、「当該異動」とあるのを「当該適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲

げる職員たる要件に該当することとなる職員 

 第５条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

  条例第１１条の２第３項の市長が規則で定めるやむを得ない事情は、第２条に

規定するやむを得ない事情とする。 

 第７条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、任命権者において配偶者等との別居の状況等を認

定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を

要しない。 

 第８条第１項に後段として次のように加える。 

前条第３項に規定する場合においても、同様とする。 

 第９条第１項中「欠くに至った日」の次に「（市長が定める場合にあっては、当該

要件を欠くに至った日以後の日で市長が定める日）」を加える。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 刈谷市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月２７日 

刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市規則第２１号 

刈谷市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則 

刈谷市職員退職手当支給条例施行規則（昭和５０年規則第２３号）の一部を次の

ように改正する。 

第１５条第１号を削り、同条第２号中「第５６条の３第１項第１号ロ」を「第５

６条の３第１項第１号」に、「様式第１４号の３」を「様式第１４号の２」に改め、

同号を同条第１号とし、同条第３号中「第５６条の３第１項第１号ロ」を「第５６

条の３第１項第１号」に、「様式第１４号の４」を「様式第１４号の３」に改め、同

号を同条第２号とし、同条中第４号を第３号とし、第５号から第８号までを１号ず

つ繰り上げる。 

様式第１４号の２を削り、様式第１４号の３を様式第１４号の２とし、様式第１

４号の４を様式第１４号の３とする。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 刈谷市出納職員に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市規則第２２号 

   刈谷市出納職員に関する規則の一部を改正する規則 

刈谷市出納職員に関する規則（昭和５１年規則第４号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１教育委員会事務局における課の項中「における課」の次に「及び室」を、

「課長」の次に「及び室長」を加える。 

別表第２学校給食センターに所属する分任出納員の項の次に次のように加える。 

学校教育課に所属する分任

出納員 

学校教育課の所管に係る登録費用及び傷害保険料

の収納に関すること。 

別表第２生涯学習課に所属する分任出納員の項中「及び講座受講料」を「、講座

受講料及び傷害保険料」に改める。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 刈谷市ふれあいの里条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月２７日 

刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第２３号 

   刈谷市ふれあいの里条例施行規則の一部を改正する規則 

 刈谷市ふれあいの里条例施行規則（平成８年規則第３１号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第１刈谷市心身障害者福祉センターの部すぎな作業所の項中「５０人」を「６

０人」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年５月１日から施行する。 

 



刈谷市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月２７日 

刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第２４号 

   刈谷市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

刈谷市建築基準法施行細則（昭和５６年規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３条及び第４条中「法第６条第１項第４号」を「政令第１４８条第１項第１号

又は第２号」に改める。 

 第５条第１項中「の規定によるし尿浄化槽」を「に規定するし尿浄化槽又は政令

第３２条第１項に規定する合併処理浄化槽（以下「浄化槽」という。）」に、「し尿浄

化槽調書」を「浄化槽調書」に、「建築主事」を「建築主事又は建築副主事（以下「建

築主事等」という。）」に改め、同条第２項中「し尿浄化槽の」を「浄化槽の」に、

「し尿浄化槽工事完了報告書」を「浄化槽工事完了報告書」に、「建築主事」を「建

築主事等」に改め、同条第３項中「（第８８条第１項において準用する場合を含む。）」

を削る。 

第６条中「第８８条第１項」を「第８７条の４又は法第８８条第１項」に、「建築

物又は工作物」を「建築物、建築設備又は工作物」に、「建築主事」を「建築主事等」

に改める。 

第１０条第１項中「第８８条第１項」を「第８７条の４又は法第８８条第１項」

に、「建築主事」を「建築主事等」に改め、同項第２号を第３号とし、同項第１号の

次に次の１号を加える。 

（２）省令別記第８号様式による申請書の第２面 

第１０条第２項中「第８８条第１項」を「第８７条の４又は法第８８条第１項」

に、「建築物」を「建築物、建築設備又は工作物」に、「第３条の４第１項各号に定

める書類」を「第３条の５第３項第１号イからハまでに定める書類（省令別記第２

号様式の第４面から第６面までによる書類を除く。）」に改める。 

第１８条中「建築主事」を「建築主事等」に改める。 

第１９条第１項中「第８８条第１項」を「第８７条の４又は法第８８条第１項」

に、「計画通知」を「計画の通知」に改め、同条第２項中「第５条第２項、第６条及



び第１０条」を「第６条並びに第１０条第１項及び第３項」に、「第８８条第１項」

を「第８７条の４又は法第８８条第１項」に改め、同項を同条第４項とし、同項に

後段として次のように加える。 

この場合において、第１０条第１項第２号中「別記第８号様式による申請書」

とあるのは「別記第４２号の７様式による計画通知書」と、同項第３号中「別記

第１０号様式による申請書」とあるのは「別記第４２号の９様式による計画通知

書」と読み替えるものとする。 

 第１９条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 第５条第２項の規定は、法第１８条第２０項の規定に基づき完了の通知（法第

１８条第２項の通知に係る工事に係るものに限る。）をしようとする場合に準用

する。 

３ 第５条第４項の規定は、法第１８条第４項の規定に基づき計画の通知をしよう

とする場合に準用する。 

第１９条に次の１項を加える。 

５ 第１０条第２項及び第３項の規定は、法第１８条第４項（法第８７条の４又は

法第８８条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づき確認済証の交

付があった場合に準用する。この場合において、第１０条第２項中「第３条の５

第３項第１号イからハまで」とあるのは、「第８条の２第７項第１号イからハま

で」と、「別記第２号様式の第４面から第６面まで」とあるのは「別記第４２号様

式の第４面から第６面まで」と読み替えるものとする。 

様式第２号及び様式第２号の２を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（第５条関係） 
浄  化  槽  調  書 

年  月  日  

  刈谷市建築主事等 

建築主 住 所               

氏 名               

電 話（   ）  －       

 刈谷市建築基準法施行細則第５条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

記 

※ 
確認済証番号及び 
確認済証交付年月日 

 第     号    年  月  日 

１ 設 置 場 所  

２ 
設計者の資格、住
所 及 び 氏 名 
建築士事務所名 

（ ）建築士 第  号 
電話（  ） －     

（ ）建築士事務所    （ ）第   号 

３ 

浄化槽工事業者
（特例浄化槽工事
業者 )の住所､氏
名、登録（届出受
理）番号等 

電話（  ） －     

愛知県知事(登届―    )第  号 

登録（届出受理）年月日   年  月  日 

４ 
浄化槽設備士の住
所、氏名、免状交付
番号等 

電話（  ） －     

第    号 交付年月日  年  月  日 

５ 
浄化槽を設置する
建物の用途等 

平方メートル 
用途         延べ面積又は戸数 

戸      

６ 浄 化 槽 の 名 称  

７ 構造方法の区分 
□昭和55年建設省告示第1292号第  第  号 
□建築基準法第68条の25に基づく構造方法等の認定 

認定番号        認定日    年  月  日 

８ 処 理 方 法 方式 

９ 処 理 能 力 
人槽 

日平均汚水量   ㎥/日 
10 水 質 ＢＯＤ  ㎎／ℓ以下 

11 
JIS A 3302による
処理対象人員算定
計 算 （処理対象人員   人） 

12 放 流 場 所 
□側溝 
□その他(    ) 

13 放流方法 
□自然放流 
□汲上げ放流 

14 
建築基準法に基づ
く型式適合認定等 

□型式適合認定（法第68条の10） 

□型式部材等製造者の認証（法第68条の11） 

認定番号        認定日    年  月  日 

15 
浄化槽法に基づく
型 式 認 定 

 認定番号        認定日    年  月  日 

備考 １ ※印欄には、記入しないこと。 

２ 便所及び浄化槽の位置並びに屋外排水管径路を明示した配置図を添付すること。ただし、確認 

申請図書に記載されている場合は、この限りでない。 

３ 「14欄」又は「15欄」の認定を取得していない浄化槽の場合は、前項の添付図面のほかに各室 

の容量及び汚水量等の計算書、浄化槽構造詳細図を３部ずつ添付すること。 



様式第２号の２（第５条関係） 

浄化槽工事完了報告書 

年  月  日  

  刈谷市建築主事等 

建築主 住 所           

氏 名           

 刈谷市建築基準法施行細則第５条第２項の規定に基づき、下記の浄化槽の工事が完了

したので報告します。 

記 

１ 
確認済証番号及び
確認済証交付年月日 

 第     号    年  月  日 

２ 設 置 場 所  

３ 浄 化 槽 の 名 称  

４ 構造方法の区分 
□昭和55年建設省告示第1292号第  第  号 
□建築基準法第68条の25に基づく構造方法等の認定 

認定番号        認定日    年  月  日 

５ 処 理 方 法 方式 

６ 処 理 能 力 
人槽 

日平均汚水量   ㎥/日 
７ 水 質 ＢＯＤ  ㎎／ℓ以下 

８ 
建築基準法に基づ
く型式適合認定等 

□型式適合認定（法第68条の10） 

□型式部材等製造者の認証（法第68条の11） 

認定番号         認定日    年  月  日 

９ 
浄化槽法に基づく
型 式 認 定 

 認定番号         認定日    年  月  日 

10 

浄化槽工事業者
（特例浄化槽工事
業者 )の住所､氏
名、登録（届出受
理）番号等 

電話（   ）  －      

愛知県知事(登届―  )第  号 

登録（届出受理）年月日     年  月  日 

11 
浄化槽設備士の住
所、氏名、免状交付
番号等 

電話（   ）  －      
 第      号 

交付年月日  年  月  日 

12 完了確認年月日       年    月    日 

13 使用開始予定年月日       年    月    日 

 

 

 



様式第３号及び様式第７号中「刈谷市建築主事」を「刈谷市建築主事等」に改め

る。 

様式第８号中「刈谷市建築主事」を「刈谷市長」に改める。 

「  「   

様式第１１号中 
刈 谷 市 長 

刈谷市建築主事 
を 

刈 谷 市 長 

刈谷市建築主事等 
に改める。 

  」  」 

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 給料等の支給方法に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  令和７年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第２５号 

給料等の支給方法に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正す

る規則 

 給料等の支給方法に関する規則の一部を改正する規則（令和４年規則第３３号）

の一部を次のように改正する。 

 附則第３項中「附則第９条第２項」を「附則第９条第６項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


